
51第 期 定時株主総会

招集ご通知
◦日 時

2021年6月17日（木曜日）
午前10時(受付開始 午前９時）

重要なお知らせ

・お土産配付取り止め
　新型コロナウイルス感染防止のため、昨年に引続きま

して、株主懇談会及びお土産の配付は中止させていた
だきます。また書面による議決権の事前行使を強く推
奨いたします。

◦場 所
石川県金沢市堀川新町１番１号
ホテル金沢 ２階 ダイヤモンド

◦目 次

招集ご通知
株主総会参考書類
招集ご通知提供書面
▪事業報告
▪計算書類（連結・個別）
▪監査報告

証券コード　9950



証券コード　9950
2021年５月31日

株　主　各　位
石川県金沢市新神田一丁目12番18号

代表取締役社長 長 丸 昌 功
第51期定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜わり厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第51期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申しあげます。

なお、本株主総会につきましては、新型コロナウイルス感染防止の観点から、当日のご来場をお控えいただき、
極力書面による事前の議決権行使をお願い申しあげます。その際には、お手数ながら後記の株主総会参考書類を
ご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき2021年６月16日（水曜日）午後
６時までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬　具
記

１．日 時 2021年６月17日（木曜日）午前10時（受付開始 午前９時）
２．場 所 石川県金沢市堀川新町１番１号

ホテル金沢 ２階 ダイヤモンド
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １．第51期（2020年３月21日から2021年３月20日まで）事業報告、連結計算書類ならびに

会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第51期（2020年３月21日から2021年３月20日まで）計算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 監査役３名選任の件

以　上

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあ
げます。
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本定時株主総会招集ご通知に提供すべき書類のうち、連結計算書類の連結注記表および計算書類の個別注記表
につきましては、法令および当社定款第17条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト
（https://www.hachiban.co.jp）に掲載しておりますので、本定時株主総会招集ご通知提供書面には記載して
おりません。

したがいまして、本定時株主総会招集ご通知提供書面に記載している連結計算書類および計算書類は、監査役
が監査報告を、会計監査人が会計監査報告を作成する際に監査した、連結計算書類および計算書類の一部であり
ます。

なお、事業報告、計算書類、連結計算書類および株主総会参考書類に修正をすべき事情が生じた場合は、イン
ターネットの当社ウェブサイト（https://www.hachiban.co.jp）において、修正後の事項を掲載させていただ
きます。

新型コロナウイルスの感染防止に対するご協力のお願い

新型コロナウイルス感染防止の観点から本株主総会につきましては、極力、書面による事前の議決権行使を
いただき、株主様の健康状態にかかわらず、株主総会当日のご来場をお控えいただくよう強くお願い申しあげ
ます。

 

　　・本株主総会会場において、感染予防のための措置を講ずる予定でございます。ご協力くださいますよう
お願い申しあげます。なお、マスク未着用の方は、ご入場をお断りさせていただく場合がございますの
で、ご理解いただきますようお願い申しあげます。

 

　　・本株主総会の運営スタッフ並びに役員はマスク着用で対応させていただきますのでご理解いただきま
すようお願い申しあげます。

 

　　・今後の状況により、株主総会の運営に関して事前に株主様にご案内すべき事項が生じた場合は、当社ウ
ェブサイトにおいてお知らせいたします。

お土産配付の取り止めについて

新型コロナウイルス感染防止のため、昨年に引続き、株主懇談会及びお土産配付は中止させていただきま
す。何卒ご理解のほど宜しくお願い申しあげます。
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議決権行使についてのご案内
議決権は、以下の２つの方法により行使いただくことができます。

行使期限 2021年6月16日（水曜日）午後6時到着分まで

株主総会にご出席される場合
同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出
ください。

日時
2021年6月17日（木曜日）
午前10時（受付開始：午前9時）

書面（郵送）で議決権を行使される場合
同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否を
ご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。

（下記の行使期限までに到着するよう
ご返送ください）

議決権行使書のご記入方法
議 決 権 行 使 書

株主番号
御中

　○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

1. ○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○

3.

4.

○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○

2.

お　願　い
議決権行使個数 個

○年○月○日

株式会社○○○○

株式会社○○○○

○○○○○○○
○○○○○○○
○○○○○○○
○○○○○○○
○○○○○○○
○○○○○○○
株式会社○○○○

 

第1号議案について 第2号議案について
賛 成 の 場 合 →賛 に○印 全 員 賛 成 の 場 合 →賛 に○印
反 対 の 場 合 →否 に○印 全 員 反 対 の 場 合 →否 に○印

一 部 候 補 者 に
反 対 の 場 合

→賛 に○印をし、反対する候補者
番号を隣の空欄に記入

※議決権行使書はイメージです。
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株主総会参考書類

第１号議案　剰余金の処分の件
剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

当社は、事業基盤の確立を図りながら、安定的な利益還元を行うことを基本方針としております。当期
の期末配当につきましては、新型コロナウイルスの影響により、業績は厳しい状況にありますが、株主の
皆様への利益還元を重視する観点、今後の事業展開ならびに安定配当の維持等を総合的に勘案いたしまし
て、１株当たり、普通配当を10円とさせていただきたく存じます。

なお、１株当たり10円の中間配当を既にお支払しておりますので、これを合わせた当期の年間配当金は
１株当たり20円となります。

(1) 配当財産の種類
　金銭
(2) 株主に対する配当財産の割当に関する事項およびその総額

　当社普通株式１株につき金10円
　総額29,657,950円
(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

　2021年６月18日（金曜日）
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第２号議案　監査役３名選任の件
監査役藺森成輝、都築一隆、渡邊俊市の３氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役

３名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。

候 補 者
番 　 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ） 略歴、当社における地位および重要な兼職の状況 所 有 す る

当 社 株 式 の 数

１
い
藺

もり
森

 
　

しげ
成

き
輝

(1954年12月６日)

1978年 ４月 株式会社石川製作所入社

326株

1978
1999
2002

年
年
年

10
４
６

月
月
月

同社企画室システム課配属
同社企画・開発室長
同社執行役員経営企画部門長兼企画開発室長

2003
2005
2009

年
年
年

６
４
６

月
月
月

同社取締役経営企画部門長
同社取締役製造部門長
同社執行役員東京研究副所長

2013年 ６月 同社常勤監査役
2017年 ６月 当社常勤社外監査役（現任）

【社外監査役候補者とした理由】
　藺森成輝氏は、他社における豊富な知識やビジネス経験等を当社監査体制の充実・強化に反映していただけるものと判断し、社外
監査役として選任をお願いするものであります。

２
つ
都

づき
築

 
　

かず
一

たか
隆

(1961年１月10日)

1983年 ４月 監査法人中央会計事務所入所

195株

1985
1990

年
年

３
11

月
月

公認会計士登録
都築公認会計士事務所開設（現任）

1997
2007

年
年

９
３

月
月

中央監査法人代表社員就任
みすず監査法人（前中央青山監査法人）代表社員退任

2009年 ６月 当社社外監査役（現任）
　　　　　（重要な兼職の状況）
　　　　都築公認会計士事務所所長

【社外監査役候補者とした理由】
　都築一隆氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことがありませんが、公認会計士としての豊富な経験
が適正な監査の実施に資するものと判断し、社外監査役として職務を適切に遂行できるものと判断しております。

３※
さ
左

こん
近 　

こう
光

じ
治

(1953年６月18日)

1972年 ４月 日本国有鉄道金沢鉄道管理局入社

ー株

1987
2003

年
年

４
６

月
月

西日本旅客鉄道株式会社金沢支社粟津駅営業係兼助役
同社同支社敦賀駅駅長

2006
2009

年
年

６
６

月
月

同社同支社富山駅駅長
金沢ターミナル開発株式会社入社

2011年 ６月 同社取締役営業部長
2017年 ６月 同社営業部長

【社外監査役候補者とした理由】
　左近光治氏は、他社における勤務経験を基に、社外監査役として当社の内部統制・取締役の職務執行等を監督頂けるものと判断し、
選任をお願いするものであります。
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（注）１．※印は新任の監査役候補者であります。
　　　２．各監査役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
　　　３．藺森成輝氏、都築一隆氏、左近光治氏は社外監査役候補者であります。
　　　４．藺森成輝氏及び都築一隆氏は、現在、当社の社外監査役でありますが、それぞれの監査役としての在

任期間は、本総会終結の時をもって藺森成輝氏が４年、都築一隆氏が12年となります。
　　　５．当社は、藺森成輝氏、都築一隆氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所

に届け出ております。なお、両氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であり
ます。また、左近光治氏につきましても、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たして
おり、同氏の選任が承認された場合には、独立役員として指定する予定であります。

　　　６．社外監査役との責任限定契約の内容の概要
　　　　　　当社は、社外監査役として有用な人材を迎えることができるよう、各社外監査役との間で当社への

損害賠償責任を一定範囲に限定する契約を締結できる旨を定款に定めており、藺森成輝氏及び都築一
隆氏との間で当該責任限定契約を締結しております。これにより、本議案による社外監査役の選任が
承認された場合は、両氏との間で当該責任限定契約を同一の内容で継続し、左近光治氏との間で当該
責任限定契約を締結する予定であります。

　　　　　　その契約内容の概要は次のとおりであります。
　　　　　・社外監査役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第１項

の最低責任限度額を限度として、その責任を負う。
　　　　　・上記の責任限度が認められるのは、社外監査役がその責任の原因となった職務の遂行について善意

でかつ重大な過失がないときに限るものとする。
　　　７．当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結

しており、当社監査役を含む被保険者の会社の役員としての業務につき行った行為に起因して、保険
期間中に損害賠償請求されたことによって被る損害を当該保険契約によって填補することとしており
ます。各候補者が監査役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当
該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

以　上
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（提供書面）
事　業　報　告

(2020年３月21日から)2021年３月20日まで

１．企業集団の現況に関する事項
(1) 事業の経過およびその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大により大幅な落ち込
みとなりました。政府や自治体による各種政策により、経済活動は回復の兆しがみられたものの、感染の
再拡大により再度の自粛要請がなされるなど、依然として先行き不透明な状況が続いております。
　外食産業におきましても、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた外出自粛要請および緊急事態宣
言による休業や営業時間の短縮要請により、厳しい経営環境となりました。緊急事態宣言解除後は一時的に
回復基調がみられたものの、感染の再拡大の影響により厳しい状況が続いております。
　このような状況においても当社グループは、お客様に安心してご来店いただき、ご満足いただけるよう
「食の安全・安心」、ＱＳＣ（品質・サービス・清潔）の徹底に努め、飛沫感染防止の仕切り板やビニール
カーテンの設置、店内消毒、従業員の検温・手洗いの徹底など、様々な新型コロナウイルス感染拡大防止対
策を実施し、事業活動を行ってまいりました。また、テイクアウト商品の販売強化や全店舗におけるＧｏ　
Ｔｏキャンペーンへの参画等により、回復の兆しがみられるようになりました。
　店舗数は、国内では新規出店１店舗（直営店）、直営店から加盟店への転換が１店舗、閉店８店舗（直営
店６店舗、加盟店２店舗）、海外では新規出店７店舗、閉店３店舗があり、合計277店舗（前連結会計年度
末比３店舗減）となっております。その内訳は、国内店舗では、らーめん店舗117店舗、和食店舗９店舗、
その他外食５店舗（合計131店舗）、海外店舗は146店舗であります。
　以上の結果、当連結会計年度の売上高は5,309百万円（前期比30.6％減）、営業収益（売上高と営業収
入の合計）は5,797百万円（同29.9％減）となりました。また、営業損失は647百万円（前期営業利益202
百万円）、経常損失は514百万円（前期経常利益290百万円）、減損損失240百万円、法人税等調整額△
137百万円を計上した結果、親会社株主に帰属する当期純損失は647百万円（前期親会社株主に帰属する当
期純利益108百万円）となりました。

なお、新型コロナウイルス感染拡大防止対策として実施しました店舗休業および営業時間短縮に伴う休
業手当の支給に対する雇用調整助成金54百万円、小学校休業等対応助成金３百万円は、営業外収益に計上
しております。
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セグメント別の経営成績は次のとおりであります。

①外食事業
８番らーめんフランチャイズチェーンの国内展開を主とするらーめん部門では、外出自粛による店内飲

食の減少の影響を抑えるべく、2014年から注力してきているテイクアウト商品をさらにご利用いただく
ため、ＣＭ放映やクーポンの発行、既存店へのドライブスルーの設置推進に加え、テイクアウト専用の検
索・予約サイトを導入する店舗を増やしております。さらに-、感染拡大防止対策を設計段階から取り入れ
た店舗として、９月に８番らーめん横江店（直営店）を開店し、11月には８番らーめん若杉店（加盟店）
の建て替えを実施しました。また、「野菜牛もつ煮らーめん」「レモン酸辣湯麺」など８種類の期間限定
商品や季節限定商品を販売し、来店客数の回復に努めております。
　和食料理店を展開する和食部門においても、テイクアウト専用の検索・予約サイトへの参加に加え、弁当
や季節限定のオードブル、スイーツを販売するなどテイクアウトのさらなる充実を図っております。そのほ
か、地域の食を応援する取り組みの一環として、石川県内の農家と和菓子職人が県産農産物を使用して創作
菓子を作る任意団体『農菓プロジェクト』とコラボレーションしたメニュー「Yell（エール）応援菓」や
「いちご大福フェア」を展開いたしました。
　らーめん、和食業態以外では、道の駅・めぐみ白山のフードコート、北陸自動車道・徳光パーキングエリ
ア内にある飲食・物販コーナーを運営し、「五郎島金時の宝石大学いも」をはじめとした地元の食材で作る
惣菜やオリジナルレモネード「はちれも」を販売するなど、地産地消への取り組みを行っております。
　以上の結果、外食事業の当連結会計年度の営業収益は4,540百万円（前期比34.6％減）、セグメント損
失は175百万円（前期セグメント利益681百万円）となりました。

②外販事業
外販事業では、「８番らーめん」ブランドを活用し、より付加価値のある商品の開発と提案を行ってお

ります。地元スーパーマーケット、国内各地の生活協同組合、量販店への卸販売のほか、ネット通販では
拡大する中食需要への取り組みとして、「ハチバンおうちごはん」と題し、らーめん・点心などの店舗の
味をご家庭へお届けできるよう販売を強化しました。

以上の結果、外販事業の当連結会計年度の売上高は684百万円（前期比14.2％増）、セグメント利益は
38百万円（同13.9％増）となりました。
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③海外事業
８番らーめんフランチャイズチェーンの海外展開は、タイでは新規出店６店舗と閉店１店舗があり139

店舗、香港では新規出店１店舗と閉店２店舗があり６店舗、ベトナムでは１店舗の運営を行っております。
　これら海外店舗も、政府からの緊急事態宣言により休業や営業時間の短縮などを余儀なくされ、大きな影
響を受けましたが、各国・地域とも、政府による経済政策などにより来店客数・売上高ともに回復の傾向に
あります。エキス（ラーメンスープ）・調味料の販売では、品質の維持、新たな商品の開発と生産体制の充
実・増強に努め、海外および日本国内での販路拡大にも注力しております。
　以上の結果、海外事業の当連結会計年度の営業収益は572百万円（前期比21.0％減）、セグメント利益
は147百万円（同30.5％減）となりました。

(2) 設備投資の状況
当連結会計年度中において実施いたしました企業集団の設備投資の総額は204百万円であります。

その主なものは、機械装置のほか、店舗の出店、改修であります。

(3) 資金調達の状況
当連結会計年度において、短期借入金500百万円、長期借入金500百万円を調達しております。
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(4) 直前３事業年度の財産および損益の状況

項 目 単位 第48期
2018年３月期

第49期
2019年３月期

第50期
2020年３月期

第51期
（当連結会計年度）

2021年３月期

営 業 収 益 千円 7,650,558 8,291,445 8,268,016 5,797,411
経 常 利 益 又 は
経 常 損 失 （ △ ） 千円 399,615 412,532 290,831 △514,530
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 又 は
親会社株主に帰属する
当 期 純 損 失 （ △ ）

千円 237,157 210,377 108,285 △647,596

１株当たり当期純利益
又 は １ 株 当 た り
当 期 純 損 失 （ △ ）

円 80.99 71.02 36.64 △221.64

純 資 産 千円 4,054,378 4,207,165 4,096,138 3,388,923

総 資 産 千円 5,188,703 5,256,394 5,186,295 5,330,802

１株当たり純資産額 円 1,352.19 1,401.48 1,401.92 1,159.84

（注）１．１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失は、期中平均発行済株式数（自己株式数を控除した株式数）に基づ
き算出しております。

２．１株当たり純資産額は、期末発行済株式総数（自己株式数を控除した株式数）に基づき算出しております。
３．第49期の１株当たり純資産額の算定上、「役員向け株式交付信託」が保有する当社株式を期末発行済株式総数から控

除する自己株式に含めております。また、１株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する
自己株式に含めております。

４．第50期および当連結会計年度の１株当たり純資産額の算定上、「役員向け株式交付信託」および「従業員向け株式交
付信託」が保有する当社株式を期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めております。また、１株当たり当期
純利益又は１株当たり当期純損失の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。

５．「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　2018年２月16日）等を第50期の期首から
適用しており、第49期に係る財産および損益の状況については、当該会計基準等を遡って適用した後の金額となって
おります。
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(5) 対処すべき課題
　当社グループが属する外食産業は、人口減少と少子高齢化の進行、異業種との競争激化など厳しい状況に
あり、企業間競争がさらに激しくなるものと予想されます。
　さらに、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、商業施設等の休業や外出自粛による来店客数の激減、
海外においても各国政府からの外出自粛の要請があり、店舗の休業や営業時間短縮を余儀なくされ、予測が
困難な状況にあります。
　このような状況のもと当社グループは、「食の安全・安心」を確保し続けることを経営の最重要事項に位
置づけ、「食」を通じて、より多くの人々の豊かで幸せな生活に貢献することに取り組んでまいります。具
体的には、お客様により多くのご満足を繰り返し感じていただける商品の開発、接客サービスの充実・向上
に力を注ぎ、当社の強みである、飲食業としてのチェーンストア・マネジメントと、食品製造卸売業として
のサプライチェーン・マネジメントの二つのチェーン・マネジメントを軸としたブランドマーケティング戦
略を展開いたします。

①　チェーンストア・マネジメントの展開
ⅰ　８番らーめんフランチャイズチェーンの展開を主とするらーめん部門では、立地環境の変化に対応した

既存店のスクラップアンドビルドやリニューアル、ドライブスルー販売方式を併設した店舗の展開のほ
か、ウィズコロナ・アフターコロナに向けたテイクアウト販売のさらなる強化、セルフオーダーシステム
やキャッシュレス決済の拡張などの接客サービスの向上により、店舗営業を活性化いたします。

ⅱ　和食部門では、多様化するお客様のニーズ・利用シーンに応えていくため、付加価値の高い商品の開発
や、小型店舗の開発・出店による地域に密着した展開を行い、ウィズコロナ・アフターコロナに対応した
和食ビジネスモデルの構築を進めてまいります。

②　サプライチェーン・マネジメントの展開
ⅰ　外販事業では、飲食店チェーンでノウハウを培ってきた商品開発提案型サプライヤーとして、付加価値

の高い商品の開発と販売の拡大を進めます。また自社ネット通販サイト「ハチバンeSHOP」をより充実
させ、中食・内食需要の取り込みにも注力してまいります。

ⅱ　食品を製造する自社工場では、品質の向上と製造原価低減のため、設備機器と製造プロセス更新による
生産性向上を行なうとともに、食品安全マネジメントシステムの国際規格である「ISO22000:2018」の
要求事項に基づき、より安全・安心な食品の製造に努めてまいります。

③　海外事業の展開
ⅰ　タイ、香港、ベトナムにおける８番らーめんエリアライセンス契約先企業との関係をより密接にし、事

業の拡大とブランド力の向上に努めるとともに、他の東南アジア地域への展開をにらんでまいります。
ⅱ　ラーメンスープ・エキスの製造・販売においては、製造工場における生産体制の強化と品質管理の向

上、新商品の開発に取り組み、販売先の開拓による事業基盤の安定拡大を目指します。
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　全社的には、組織改革と人財の育成・教育研修に重点を置き、働き甲斐のある職場環境をより整備してい
くことで、お客様のご期待にお応えするそれぞれの事業展開を確実なものとしてまいります。

④　今後の見通し
　今後の見通しにつきましては、新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大が継続しており、国内では
ワクチン接種が始まったものの収束時期は見通せず、外出自粛などの消費活動は依然として厳しい状況にあ
ります。

このような状況において当社グループは、「食の安全・安心」、ＱＳＣ（品質・サービス・清潔）の徹底
に努め、お客様と従業員の健康、感染拡大防止を最優先に、お客様に安心してご利用いただけるように努め
てまいります。テイクアウト販売や地産地消商品の拡充、既存店へのドライブスルー設置推進等による、お
客様の利便性向上に取り組んでまいります。

外食事業では、上期は県境を越えた旅行や帰省等の自粛、多人数での飲食は継続して敬遠されるものの、
下期には回復傾向に向かうと予想しております。

外販事業では、既存販売先との関係強化、付加価値のより高い自社ブランド商品の開発と販売、自社通販
サイトの充実を行い、中食・内食需要の取り込みに注力いたします。

海外事業では、タイ、香港、ベトナムにおける８番らーめんエリアライセンス契約先企業との関係をより
密接にし、既存出店地域での景気回復傾向に合わせた店舗数拡大を進めてまいります。また、エキス（ラー
メンスープ）・調味料の販売では、品質の維持、新商品の開発と生産体制の充実・増強、販売先の開拓に引
き続き取り組んでまいります。

(6) 主要な事業内容（2021年３月20日現在）
①　飲食店フランチャイズチェーン事業
②　飲食店の経営および運営委託業務
③　食品・食品原材料の製造加工および販売
④　食料品および調味料の輸出入および販売

(7) 重要な親会社および子会社の状況
①　親会社の状況

該当事項はありません。

②　重要な子会社等の状況
名　　　　　　　称 資　本　金 当　社　の

議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

株式会社ハチバントレーディング（タイ
ランド） 10,000千バーツ 100.0％ タイにおける食材等の輸出入

ダブルフラワリングカメリア株式会社 85,225千バーツ 38.6％ タイにおけるスープ・エキスの製造・
販売

－ 13 －



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告

(8) 主要な事業所および工場ならびに使用人の状況（2021年３月20日現在）
①　当社の主要な事業所および工場

名 称 所 在 地

本 社 石川県金沢市新神田一丁目12番18号

本 社 工 場 石川県能美郡川北町字田子島308番１号

セ ン ト ラ ル キ ッ チ ン 石川県金沢市西念二丁目20番１号

②　子会社等の主要な事業所および工場
名 称 所 在 地

香 港 八 番 貿 易 有 限 公 司 Room908.9TH Decca Industrial,Centre.12 kut Shing Street,Chai Wan,Hong 
Kong.

株式会社ハチバントレーデ
ィ ン グ ( タ イ ラ ン ド ）

909 Ample Tower,11/5 Debaratna Rd.Bangna Nua,Bangna,Bangkok 10260 
Thailand

香 港 八 番 有 限 公 司 Room908.9TH Decca Industrial,Centre.12 kut Shing Street, Chai Wan,Hong 
Kong.

ダ ブ ル フ ラ ワ リ ン グ
カ メ リ ア 株 式 会 社 30, Moo 4, Sarangphun, Wangmung, Saraburi, 18220 Thailand

－ 14 －



③　店舗

地　域　別 直 営 店 加 盟 店 合 計

長 野 県 1店 1店

富 山 県 八兆屋駅の蔵富山駅店
1店 30店 31店

石 川 県

８番らーめん本店・泉ヶ丘店・金沢駅店・今江店・横江店、
８番らーめん麺座イオンモールかほく店、
八兆屋金沢駅前店・矢作店・石川県庁前店、
八兆屋駅の蔵金沢駅店、
長八片町店・金沢駅前店、市の蔵近江町市場店、
金澤８キッチン里海店・里山店
ペッパーランチイオンモール新小松店・かほく店
道の駅めぐみ白山内「地産百膳　風土ぴあ」

18店

44店 62店

福 井 県 八兆屋駅の蔵福井駅店
1店 28店 29店

愛 知 県 1店 1店

岡 山 県 ８番らーめん下庄店・アクロスプラザ児島店
2店 5店 7店

国 内 合 計 22店 109店 131店

タ イ 139店 139店

香 港 6店 6店

ベ ト ナ ム 1店 1店

海 外 合 計 146店 146店

総 合 計 22店 255店 277店

（注）１．直営店の８番らーめん横江店（石川県）を開店しました。
　　　２．直営店の８番らーめん辰口店（石川県）を加盟店に転換しました。
　　　３．直営店の８番らーめんエクスプレスイオンモール新小松店（石川県）、野ふうど県庁東店・高尾庵（石川県）、
　　　　　八兆屋片町店（石川県）、長八富山駅前店（富山県）、ペッパーランチイオンモール高岡店（富山県）を閉店

しました。
　　　４．加盟店の８番らーめん早月店、飯野あらや店（富山県）を閉店しました。

５．海外では、出店７店舗、閉店３店舗、合計４店舗増加しております。
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④　使用人の状況
イ　企業集団の使用人の状況

事　 業　 部　 門 使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

外　食　事　業 143（230）名 4名減（143名減）

外　販　事　業 5（ 　3）名 1名増（ 　2名増）

海　外　事　業 11（  ー ）名 1名減（  　ー　 ）

共　通　部　門 22（ 　1）名 2名増（ 　8名減）

合　　　　　計 181（234）名 2名減（149名減）

（注）１．使用人数は就業員数（契約社員、嘱託社員を含み、当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を
含む。）であり、パートタイマー、派遣社員は（　）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

２．共通部門として記載されている従業員数は、特定の事業部門に区分できない管理部門に所属しているものであり
ます。

ロ　当社の使用人の状況
使 用 人 数 前 事 業 年 度 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

172（234）名 4名減（149名減） 41.5歳 10.8年

（注）使用人数は就業員数（契約社員、嘱託社員を含み、当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含
む。）であり、パートタイマーは（　）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

(9) 主要な借入先の状況（2021年３月20日現在）
借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 北 陸 銀 行
千円

500,000

株 式 会 社 北 國 銀 行 200,000

三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 194,700

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 100,000
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２．会社の株式に関する事項（2021年３月20日現在）
(1) 発行可能株式総数 12,832,444株

(2) 発行済株式の総数 3,068,111株（自己株式　102,316株を含む）

(3) 株主数 5,768名（前事業年度末比増減142名増）

(4) 大株主の状況（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 （ 信 託 口 ４ ）
株

151,200
％

5.1

株 式 会 社 北 陸 銀 行 146,746 4.9

麒 麟 麦 酒 株 式 会 社 138,310 4.7

ハ チ バ ン 取 引 先 持 株 会 117,096 3.9

日 清 製 粉 株 式 会 社 95,100 3.2

三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 72,200 2.4

株 式 会 社 ジ ー エ ス シ ー 71,170 2.4

大 和 産 業 株 式 会 社 68,600 2.3

明 治 安 田 生 命 保 険 相 互 会 社 51,660 1.7

後 藤 克 治 49,110 1.7

（注）１．日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、2020年７月27日付で合併により株式会社日本カストディ銀行に
商号変更しております。

２．持株比率は自己株式102,316株を控除して計算しており、上位大株主からは除外しております。なお、自己株式
102,316株には、「役員向け株式交付信託」および「従業員向け株式交付信託」の信託財産として、日本カストデ
ィ銀行株式会社（信託口）が所有する当社株式43,900株は含まれておりません。

－ 17 －



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告

(5) その他株式に関する重要な事項
（役員向け株式報酬制度）

　当社は、2018年6月14日開催の第48期定時株主総会決議に基づき、当社取締役（社外取締役を除く。
以下同じ。）の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リス
クを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めること
を目的として、役員向け株式交付信託制度（以下「本制度」という。）を導入いたしました。
　本制度は、取締役に対して、当社取締役会が定める株式交付規程に従って付与されるポイント数に応じ、
信託を通じて当社株式を交付する制度であります。取締役に対して交付する株式については、三井住友信
託銀行株式会社（再信託受託者：株式会社日本カストディ銀行）が、信託契約に基づき、当社が信託した
金銭を原資として、当社株式を取得しております。
　当該信託契約に係る会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関す
る実務上の取扱い」（実務対応報告第30号　2015年3月26日）を適用し、当社から信託へ自己株式を処
分した時点で処分差額を認識し、信託が保有する株式に対する当社からの配当金および信託に関する諸費
用の純額を貸借対照表に計上しております。

（従業員向け株式報酬制度）
　当社は、2020年１月30日開催の取締役会決議に基づき、当社の株価や業績と従業員の処遇の連動性を
より高め、経済的な効果を株主の皆様と共有することにより、株価及び業績向上への従業員の意欲や士気
を高めるため、従業員に対して自社の株式を交付するインセンティブプラン「従業員向け株式交付信託」
制度（以下「本制度」という。）を導入しました。
　本制度は、予め当社が定めた従業員株式交付規程に基づき、一定の要件を満たした当社の従業員に対し
当社株式を交付する仕組みで、従業員に対し個人の貢献度等に応じてポイントを付与し、一定の条件によ
り受給権の取得をしたときに当該付与ポイントに相当する当社株式を交付します。従業員に対し給付する
株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理を行います。
　当該信託契約に係る会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関す
る実務上の取扱い」（実務対応報告第30号　2015年３月26日）を適用し、当社から信託へ自己株式を処
分した時点で処分差額を認識し、信託が保有する株式に対する当社からの配当金及び信託に関する諸費用
の純額を貸借対照表に計上しております。

３．新株予約権等に関する状況
該当事項はありません。
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４．会社役員に関する事項
(1) 取締役および監査役の状況（2021年３月20日現在）

地 位 氏 名 担 当 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 会 長 後 藤 克 治

代 表 取 締 役 社 長 長 丸 昌 功

常 務 取 締 役 吉 村 由 則 執行役員
生産部長

取 締 役 舟 山 忠 彦 執行役員
管理部長

取 締 役 清 治 　 洋 執行役員
海外事業部長

取 締 役 石 川 正 則

取 締 役 植 　 村 　 ま ゆ み

監  査  役  （ 常  勤 ) 藺 森 成 輝

監 査 役 都 築 一 隆 都築公認会計士事務所所長

監 査 役 渡 邊 俊 市

監 査 役 高 橋 　 亘

（注）１．取締役石川正則氏、植村まゆみ氏（戸籍上の氏名：金平まゆみ）は、社外取締役であります。
２．監査役藺森成輝氏、都築一隆氏、渡邊俊市氏、高橋亘氏は、社外監査役であります。
３．監査役都築一隆氏は公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものでありま

す。
４．当社は、取締役石川正則氏、植村まゆみ氏および監査役藺森成輝氏、都築一隆氏、渡邊俊市氏、高橋亘氏を東京証券

取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
５．2021年３月21日付をもって取締役の担当を次のとおり変更いたしました。

氏 名 変 更 後 変 更 前

吉 村 由 則
常務取締役
執行役員
マーチャンダイジング部長

常務取締役
執行役員
生産部長
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(2) 責任限定契約の内容の概要
　当社は、各社外取締役および各監査役との間で、職務を行うにつき、善意でかつ重大な過失がないときは、
会社法第423条第１項の損害賠償責任について、同法第427条第１項に基づき、同法第425条第１項に規定
する最低責任限度額を限度とする契約を締結しております。

(3) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
　当社は、保険会社との間で、当社の取締役および監査役（当事業年度中に在任していた者を含む。）を被
保険者とする会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、保険料は全額
当社が負担しております。
　当該保険契約の内容の概要は、被保険者である対象役員が、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当
該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により保険会社が填補
するものであり、１年毎に契約更新しております。
　なお、当該保険契約では、当社が該当役員に対して損害賠償責任を追及する場合は保険契約の免責事項と
しており、また、填補する額について限度額を設けることにより、当該役員の職務の執行の適正性が損なわ
れないようにするための措置を講じております。
　次回更新時には同内容での更新を予定しております。

(4) 事業年度中に退任した取締役
氏　　　名 退 任 日 退 任 理 由 退 任 時 地 位

横 山 洋 一 2020年６月18日 任　期　満　了
執行役員

安全衛生室長
フーズパーク長

酒 井 守 一 2020年６月18日 任　期　満　了 執行役員
リスク統括室長

(5) 取締役および監査役の報酬等の総額

区　　　分 報 酬 等 の
総 額

報 酬 等 の 種 類 別 の 総 額 対象となる
役員の員数基 本 報 酬 業績連動

報 酬 等
非 金 銭
報 酬 等

取 締 役
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

112,341千円
（4,320）

95,643千円
（4,320） － 16,698千円

（－）
９名

（２）
監 査 役
（ う ち 社 外 監 査 役 ）

13,640
（13,640）

13,640
（13,640） － － ４

（４）
合 計

（ う ち 社 外 役 員 ）
125,981

（17,960）
125,981

（17,960） － 16,698
（－）

１３
（６）

（注）１．上記には、2020年６月18日開催の第50期定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任した取締役２名を含ん
でおります。

２．取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
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３．取締役の報酬限度額は、2007年６月15日開催の第37期定時株主総会において年額180,000千円以内（ただし、使用
人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数
は８名です。

４．監査役の報酬限度額は、2007年６月15日開催の第37期定時株主総会において年額36,000千円以内と決議いただい
ております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は４名です。

５．上記報酬等の額には、取締役（社外取締役を除く。）に対する株式報酬制度として、当事業年度に計上した役員株式
給付引当金の繰入額16,698千円が含まれております。本制度にかかる取締役の報酬等の総額は、2018年６月14日開
催の第48期定時株主総会において、上記３．に記載の取締役の報酬限度額とは別枠で決議いただいております。決議
時の対象取締役員数は６名です。

(6) 役員報酬等の内容の決定に関する方針等
①当社は、2021年２月１日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を

決議しております。
ア．基本方針
　・報酬体系は、経営方針に従い各役員が継続的かつ中長期的な業績向上へのモチベーションを高めると

ともに、企業価値の増大に資するものとする。
　・報酬水準は、当社の発展を担うべく人材を確保・維持できる水準とする。

・各役員の役割や責任に応じ客観性と公正性を備えた報酬とし、以下の各方針等に従い個別報酬を決定
するものとする。

イ．取締役の個人別の報酬等の額または算定方法の決定に関する方針
　・基本報酬は、月例の固定報酬とし、会社の業績、役位や職責の貢献度に応じて決定する。
　・使用人兼務取締役は、使用人分給与は概ね類似する職務に従事する使用人中の相当額として加給する。
　・期末時点での業績等を勘案して、役員賞与支給総額を定時株主総会に諮り、個人別配分について取締

役会に一任された場合は、代表取締役社長が決定する。
　・2009年6月役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する退職慰労金を退任時に支給する。

ウ．非金銭報酬等の額もしくは数またはその算定方法の決定に関する方針
　・株価による変動による利益・リスクを株主様と共有し、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢

献することを目的に、常勤取締役を対象に株式報酬を支給する。
・株式報酬は、在任している者に対し役位に応じて毎月１日にポイントを付与し、退任後に株式を交付

する。

エ．金銭報酬等または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定方針
・報酬等の種類ごとの比率の目安は、概ね固定報酬：賞与：株式報酬＝７：２：1とする。
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オ．取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法
・個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき、代表取締役社長が各取締役の貢献度等を踏まえ、

社外役員会の所見を得て基本報酬の額を決定する。

②取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
ア．委任を受けた者の地位及び指名

代表取締役社長 長丸昌功
イ．委任された権限の内容

各取締役の基本報酬の額および各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分
ウ．権限を委任した理由

当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには、代表取締役社長が最も適してい
るためであります。

エ．権限が適切に行使されるよう講じた措置
社外役員会の所見を得て基本報酬の額を決定しております。

③当事業年度における個人別の報酬等の内容
①イ．「取締役の個人別の報酬等の額または算定方法の決定に関する方針」に基づき、当該決定方針に沿
うものであると取締役会が判断しております。

(7) 当事業年度に支払った役員退職慰労金
当社は、2009年６月17日開催の第39期定時株主総会の終結の時をもって取締役および監査役の役員退職

慰労金制度を廃止し、同株主総会終結後引き続いて在任する取締役および監査役に対しては、役員退職慰労
金制度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を各氏の退任時に贈呈することを決議いたしておりま
す。

これに基づき、2020年６月18日開催の第50期定時株主総会の終結の時をもって退任した取締役に対し支
払った役員退職慰労金は、以下のとおりであります。

取締役１名　2,189千円
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(8) 社外役員に関する事項
①　他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係

　監査役都築一隆氏は、都築公認会計士事務所の所長であります。当社と同事務所との間に特別な関係
はありません。

②　当事業年度における主な活動状況
活 動 状 況

取締役 石 川 正 則 当事業年度に開催された取締役会15回のうち15回に出席いたしました。主に食品事業会社
の経営経験者（上場企業の役付取締役を経験）としての見地から意見を述べるなど、期待さ
れる役割に基づき取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行な
っております。

取締役 植 村 ま ゆ み 当事業年度に開催された取締役会15回のうち15回に出席いたしました。ビジネス経験（大
手企業のブランドマネジャーや就労促進事業（第３セクター）管理者などを経験）を活かし
て、女性目線での商品・サービスの開発やマーケティング活動へのアドバイスなど、期待さ
れる役割に基づき取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行な
っております。

監査役 藺 森 成 輝 当事業年度に開催された取締役会15回のうち15回に出席し、監査役会14回のうち14回に出
席いたしました。他社の常勤監査役として培ってきた豊富な知識およびビジネス経験等（上
場企業で情報システム・企画開発・製造などを経験）を当社監査体制に反映し取締役会の意
思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行なっております。また監査役会に
おいて、当社の内部監査について適宜、必要な発言を行なっております。

監査役 都 築 一 隆 当事業年度に開催された取締役会15回のうち15回に出席し、監査役会14回のうち14回に出
席いたしました。公認会計士としての専門的見地から意見を述べております。また監査役会
において、当社の経理システムならびに内部監査について適宜、必要な発言を行なっており
ます。

監査役 渡 邊 俊 市 当事業年度に開催された取締役会15回のうち15回に出席し、監査役会14回のうち14回に出
席いたしました。他社における豊富な知識やビジネス経験等を当社監査体制の充実・強化に
反映し、取締役の職務の執行を監督する見地で意見を述べております。

監査役 高 橋 　 亘 当事業年度に開催された取締役会15回のうち15回に出席し、監査役会14回のうち14回に出
席いたしました。司法警察官出身であり、公正に当社が社会において果たす役割を認識し、
取締役の職務の執行を監督する見地で意見を述べております。
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５．会計監査人の状況
(1) 名称

太陽有限責任監査法人

(2) 報酬等の額
支 払 額

当事業年度に係る報酬等の額 18,392千円

当社および当社の連結子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 18,392千円
 

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額
を区分しておらず、かつ実質的にも区分できないため、当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載して
います。

２．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務施行状況および報酬見積りの算出根拠などが適切である
かどうかについて必要な検証を行なったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

(3) 非監査業務の内容
該当事項はありません。

(4) 会計監査人の解任または不再任の決定方針
　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会
に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
　監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査
役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最
初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

(5) 責任限定契約の内容の概要
当社と会計監査人太陽有限責任監査法人は、会社法第427条第１項の規定に基づき同法第423条第１項の

損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第
425条第１項に定める最低責任限度額としております。
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６．業務の適正を確保するための体制
会社の業務の適正を確保するための体制の整備に関する取締役会決議の内容の概要は以下のとおりでありま

す。

(1) 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
①　取締役および使用人（以下、役職員という。）の職務の執行が法令および定款に適合し、かつ社会的責

任および企業倫理を果たすため、コンプライアンス・ポリシー（企業行動基準）を定め、それを全役職
員に周知徹底させる。

②　管理部をコンプライアンス担当部門とし、コンプライアンスの取り組みを全社横断的に統括する。内部
監査部門は、管理部と連携して、コンプライアンスの状況を監査する。

③　コンプライアンス担当部門は、定期的にコンプライアンス・プログラムを策定し、実施する。役職員に
対し、コンプライアンスに関する研修、マニュアルの作成・配布を行うこと等により、役職員のコンプ
ライアンスの知識を高め、コンプライアンスを尊重する意識を醸成する。

④　内部通報制度による不正行為等の早期発見、是正に務め、通報者に対して情報提供を理由とした不利益
な処遇は一切行わない。

(2) 取締役の職務の執行にかかる情報の保存および管理に関する体制
①　取締役の職務執行にかかる、重要な意思決定および取締役に対する報告に関する情報は、文書または電

磁的媒体（以下、文書等という。）に記録し、保存する。
②　これらの文書等の作成、保存、閲覧および廃棄等は、文書管理規程その他の社内規程の定めるところに

従い適切に行う。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①　リスク管理担当役員を置き、リスク管理を統括する部門を設置する。リスク管理担当部門は、リスク管

理規程を定め、リスク管理体制の構築および運用を行う。
②　コンプライアンス、安全衛生、労働衛生、環境、災害、品質、情報セキュリティ、海外進出先でのカン

トリーリスク等、各事業部門は、それぞれの部門に属するリスクの管理を行う。各事業部門の長は、定
期的にリスク管理の状況を取締役会に報告する。

③　新たに生じたリスクについては、取締役会において速やかに対応責任者および担当部門を定める。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①　取締役会は、経営計画を定め、会社として達成すべき目標を明確化するとともに、取締役ごとに業績目

標を明確化し、かつその評価方法を明らかにするものとする。
②　ＩＴの活用、意思決定プロセスの簡素化等により、意思決定の迅速化を図るとともに、重要な事項につ

いては、経営会議体を設置して合議制により慎重な意思決定を行う。
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(5) 会社ならびにその親会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
①　グループ・コンプライアンス・ポリシーを定め、グループ全体のコンプライアンス体制の構築に努める。
②　子会社管理の担当部署を置き、子会社管理規程を定め、子会社の状況に応じて必要な管理を行う。また、

各グループ会社の経営成績、子会社の取締役等の職務執行に係る事項、その他の重要な情報について、
当社への定期的な報告を義務付ける。

③　リスク管理担当部門はグループ全体のリスクの評価および管理の体制を適切に構築し、運用する。
④　グループ内取引の公正性を保持するため、グループ内取引規程を策定する。グループ内取引については、

必要に応じてコンプライアンス担当部門が審査する。

(6) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項ならびに
その使用人の取締役からの独立性に関する事項

①　監査役は、使用人に監査業務に必要な事項を命令することができるものとする。
②　監査役から監査業務に必要な命令を受けた使用人は、その命令に関して、取締役からの指揮命令を受け

ないものとする。

(7) 当社および子会社の取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関す
る体制

①　当社および子会社の役職員は、会社に重大な損失を与える事項が発生しまたは発生する恐れがあるとき、
役職員による違法または不正な行為を発見したとき、その他監査役会が報告すべきものと定めた事項が
生じたときは、監査役に報告する。

②　事業部門を担当する取締役は、監査役会と協議のうえ、定期的または不定期に、担当する部門のリスク
管理体制について報告するものとする。

③　監査役は、必要に応じて業務執行に関する報告、説明または関係資料の提出を当社および子会社の役職
員に求めることができる。

(8) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
①　役職員の監査役監査に対する理解を深め、監査役監査の環境を整備するよう努める。
②　監査役会と代表取締役との間の定期的な意見交換会を設定する。
③　監査役への報告を行った当社および子会社の役職員に対し、当該報告をしたことを理由とした不利な取

扱いは行わない。
④　監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、当該監査役の

職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、所定の手続に従い、これに応じる。
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(9) 財務報告の信頼性を確保するための体制
　　当社および子会社は、財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法その他の関係法令等に基づき

有効かつ適切な内部統制の整備および運用する体制を構築するとともに、その体制について適正に機能
することを継続的に評価し、必要な是正措置を行う。

(10) 反社会的勢力排除に向けた体制
①　暴力団排除条例に基づき、市民社会の秩序や安全に脅威を与え、企業の健全な発展を阻害する反社会的

勢力に対しては、断固たる姿勢で臨み、一切の関係を遮断し、不当な要求は拒絶する。
②　コンプライアンス・ポリシー（行動基準）の反社会的勢力への対応条項に基づき、社内への周知徹底と

実行力のある体制整備の維持・向上に取り組む。

７．業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
(1) 業務の適正を確保するために「行動基準」を定め、社内規程・内部通報の受付窓口とともにこれらを社内

ポータルサイトに掲示し、取締役および使用人が法令および諸規程に則った行動をするよう、周知・徹底
に努めております。

　　また、管理監督者以上の全役職員を対象としたハラスメント未然防止研修を開催し、コンプライアンスを
尊重する意識の醸成に努めております。

(2) コンプライアンス経営の強化を目的に「内部通報制度運用規程」を定め、社内ポータルサイトに掲示する
とともに、内部通報の受付窓口を社外第三者にも設置することにより、コンプライアンスの実効性向上に
努めております。

(3) 当社グループの全体的なリスク管理体制ならびに内部統制システムの構築及び運用、評価を統括する部門
としてリスク統括室を設置するとともに、改善すべき課題を認識したテーマについては、個別にプロジェ
クトを立ち上げ、全社横断的なメンバーにより解決に注力しております。

(4) 食品製造拠点である本社工場では、食品安全マネジメントシステムの国際規格である「ISO22000：
2018」を認証取得し、より安全・安心な食品の製造体制の向上に努めております。

(5) 毎月定例開催する取締役会では、法令・定款に定められた事項に限定せず、取締役会規程・取締役会決議
事項細則に基づく幅広い決議事項・報告事項を議案としております。また、毎週初めに開催する常勤取締
役および執行役員からなる定例会議において、業務執行に関しての経営課題や問題意識の共有、迅速な問
題解決に当たっております。なお当該会議には、適宜、社外役員も参加しております。
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(6) 新型コロナウイルス感染予防による、いわゆる３密（密集・密接・密閉）の回避やソーシャルディスタン
スの確保のため、テレビ会議システムや電話会議システムによるリモート会議を活用し、情報の共有、慎
重かつ迅速な意思決定の維持向上に努めております。

(7) 監査役は、取締役会ならびにその他の会議に出席し、取締役の業務執行を監視するとともに、時機に応じ
て各取締役および重要な使用人と情報交換を行い、経営課題・問題を共有するほか、さまざまな角度から
経営をモニターし、取締役の業務執行に対して厳正に対応しております。

　毎月定例開催する社外役員会（社外取締役ならびに社外監査役全員で構成）において、経営課題・問題に
ついて相互に情報の共有化を行うことで、社外取締役と社外監査役の連携強化を図っております。
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連 結 貸 借 対 照 表
（2021年３月20日現在）

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資 　 産 　 の 　 部 ） （ 負 　 債 　 の 　 部 ）
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

商 品 及 び 製 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機 械 装 置 及 び 運 搬 具

工 具 、 器 具 及 び 備 品

土 地

無 形 固 定 資 産

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

長 期 貸 付 金

関 係 会 社 出 資 金

差 入 保 証 金

保 険 積 立 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

2,130,430

1,306,385

453,976

154,039

19,373

196,655

3,200,372

2,218,060

702,224

317,106

130,497

1,068,232

90,540

891,770

231,154

22,464

59,920

294,823

68,865

210,662

22,884

△19,003

流 動 負 債 1,269,608
買 掛 金 243,323
短 期 借 入 金 610,084
未 払 法 人 税 等 19,232
賞 与 引 当 金 96,625
未 払 費 用 251,655
店 舗 閉 鎖 損 失 引 当 金 1,920
そ の 他 46,768

固 定 負 債 672,270
長 期 借 入 金 384,616
長 期 未 払 金 63,180
長 期 預 り 保 証 金 155,447
役 員 株 式 給 付 引 当 金 44,071
従 業 員 株 式 給 付 引 当 金 20,217
そ の 他 4,737

負 債 合 計 1,941,879
（ 純  資  産  の  部 ）
株 主 資 本 3,393,855
資 本 金 1,518,454
資 本 剰 余 金 1,093,426
利 益 剰 余 金 1,233,092
自 己 株 式 △451,117

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 △4,935
その他有価証券評価差額金 △3,960
為 替 換 算 調 整 勘 定 △974

非 支 配 株 主 持 分 2
純 資 産 合 計 3,388,923

資 産 合 計 5,330,802 負 債 ・ 純 資 産 合 計 5,330,802
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連 結 損 益 計 算 書

(2020年３月21日から)2021年３月20日まで
（単位：千円）

科 目 金 額
売 上 高 5,309,975
売 上 原 価 3,197,460

売 上 総 利 益 2,112,514
営 業 収 入 487,436

営 業 総 利 益 2,599,950
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,247,401

営 業 損 失 （ △ ） △647,451
営 業 外 収 益 185,166

受 取 利 息 931
受 取 配 当 金 47,271
受 取 地 代 家 賃 51,697
為 替 差 益 6,130
持 分 法 に よ る 投 資 利 益 5,074
雇 用 調 整 助 成 金 54,908
そ の 他 19,152

営 業 外 費 用 52,244
支 払 利 息 3,112
賃 貸 費 用 48,872
そ の 他 259
経 常 損 失 （ △ ） △514,530

特 別 利 益 10,016
固 定 資 産 売 却 益 3,636
店 舗 閉 鎖 損 失 引 当 金 戻 入 額 6,380

特 別 損 失 265,878
固 定 資 産 除 却 損 1,898
減 損 損 失 240,635
店 舗 閉 鎖 損 失 引 当 金 繰 入 額 23,344
税 金 等 調 整 前 当 期 純 損 失 （ △ ） △770,391
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 14,613
法 人 税 等 調 整 額 △137,409 △122,795
当 期 純 損 失 （ △ ） △647,596
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 0
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 損 失 （ △ ） △647,596
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連結株主資本等変動計算書

(2020年３月21日から)2021年３月20日まで
（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計

2 0 2 0 年 ３ 月 2 1 日 　 残 高 1,518,454 1,093,426 1,940,004 △451,429 4,100,455

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △59,315 △59,315

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 損 失 （ △ ） △647,596 △647,596

株式給付信託による自己株式の取得

株式給付信託による自己株式の処分 312 312

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
連結会計年度中の変動額（純額） －

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額 合 計 － － △706,912 312 △706,600

2 0 2 1 年 ３ 月 2 0 日 　 残 高 1,518,454 1,093,426 1,233,092 △451,117 3,393,855

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
非 支 配 株 主 持 分 純 資 産 合 計そ の 他 有 価 証 券

評 価 差 額 金 為 替 換 算 調 整 勘 定 そ の 他 の 包 括 利 益
累 計 額 合 計

2 0 2 0 年 ３ 月 2 1 日 　 残 高 △15,321 11,001 △4,320 2 4,096,138

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △59,315

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 損 失 （ △ ） △647,596

株式給付信託による自己株式の取得

株式給付信託による自己株式の処分 312

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
連結会計年度中の変動額（純額） 11,361 △11,975 △614 △0 △614

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額 合 計 11,361 △11,975 △614 △0 △707,214

2 0 2 1 年 ３ 月 2 0 日 　 残 高 △3,960 △974 △4,935 2 3,388,923
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貸　借　対　照　表
（2021年３月20日現在）

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資 　 産 　 の 　 部 ）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

商 品 及 び 製 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

前 払 費 用

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機 械 及 び 装 置

車 両 及 び 運 搬 具

工 具 、 器 具 及 び 備 品

土 地

無 形 固 定 資 産

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

長 期 貸 付 金

関 係 会 社 株 式

関 係 会 社 出 資 金

差 入 保 証 金

保 険 積 立 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

1,936,864

1,192,888

396,845

136,600

19,373

9,108

182,048

3,279,054

2,216,741

675,821

30,278

310,415

2,403

129,590

1,068,232

90,907

971,406

140,838

22,464

167,801

59,920

294,347

68,865

213,289

22,884

△19,003

（ 負 　 債 　 の 　 部 ）
流 動 負 債 1,212,558

買 掛 金 190,792
短 期 借 入 金 500,000
１年内返済予定の長期借入金 110,084
未 払 法 人 税 等 17,757
賞 与 引 当 金 96,625
未 払 費 用 249,321
店 舗 閉 鎖 損 失 引 当 金 1,920
資 産 除 去 債 務 8,172
そ の 他 37,885

固 定 負 債 667,533
長 期 借 入 金 384,616
長 期 未 払 金 63,180
長 期 預 り 保 証 金 155,447
役 員 株 式 給 付 引 当 金 44,071
従 業 員 株 式 給 付 引 当 金 20,217

負 債 合 計 1,880,091
（ 純  資  産  の  部 ）
株 主 資 本 3,339,787
資 本 金 1,518,454
資 本 剰 余 金 1,069,082
資 本 準 備 金 379,685
そ の 他 資 本 剰 余 金 689,397

利 益 剰 余 金 1,203,368
そ の 他 利 益 剰 余 金 1,203,368
固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 147,396
繰 越 利 益 剰 余 金 1,055,971

自 己 株 式 △451,117
評 価 ・ 換 算 差 額 等 △3,960
その他有価証券評価差額金 △3,960

純 資 産 合 計 3,335,827
資 産 合 計 5,215,918 負 債 ・ 純 資 産 合 計 5,215,918
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損　益　計　算　書

(2020年３月21日から)2021年３月20日まで
（単位：千円）

科 目 金 額
売 上 高 4,923,668
売 上 原 価 2,869,630

売 上 総 利 益 2,054,038
営 業 収 入 487,436

営 業 総 利 益 2,541,474
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,200,839

営 業 損 失 （ △ ） △659,364
営 業 外 収 益 180,525

受 取 利 息 525
受 取 配 当 金 47,271
受 取 地 代 家 賃 51,697
為 替 差 益 5,912
雇 用 調 整 助 成 金 54,908
そ の 他 20,209

営 業 外 費 用 52,313
支 払 利 息 3,112
賃 貸 費 用 48,941
そ の 他 259
経 常 損 失 （ △ ） △531,152

特 別 利 益 10,016
固 定 資 産 売 却 益 3,636
店 舗 閉 鎖 損 失 引 当 金 戻 入 額 6,380

特 別 損 失 274,454
固 定 資 産 除 却 損 1,898
減 損 損 失 249,211
店 舗 閉 鎖 損 失 引 当 金 繰 入 額 23,344
税 引 前 当 期 純 損 失 （ △ ） △795,591
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 12,000
法 人 税 等 調 整 額 △138,851 △126,851
当 期 純 損 失 （ △ ） △668,739
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株主資本等変動計算書

(2020年３月21日から)2021年３月20日まで
（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本
合　　計資本準備金 そ　の　他

資本剰余金
資本剰余金
合　　　計

その他利益剰余金 利益剰余金
合　　　計固 定 資 産

圧 縮 積 立 金
繰 越 利 益
剰 余 金

2020年３月21日　残高 1,518,454 379,685 689,397 1,069,082 147,396 1,784,027 1,931,423 △451,429 4,067,530
事業年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △59,315 △59,315 △59,315
当期純損失（△） △668,739 △668,739 △668,739
株式給付信託による
自 己 株 式 の 処 分 312 312
株 主 資 本 以 外 の
項目の事業年度中
の変動額（純額）

－

事業年度中の変動額合計 － － － － － △728,055 △728,055 312 △727,743
2021年３月20日　残高 1,518,454 379,685 689,397 1,069,082 147,396 1,055,971 1,203,368 △451,117 3,339,787

評 価 ・ 換 算 差 額 等 純 資 産 合 計そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計
2020年３月21日　残高 △15,321 △15,321 4,052,209
事業年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △59,315
当期純損失（△） △668,739
株式給付信託による
自 己 株 式 の 処 分 312
株 主 資 本 以 外 の
項目の事業年度中
の変動額（純額）

11,361 11,361 11,361

事業年度中の変動額合計 11,361 11,361 △716,382
2021年３月20日　残高 △3,960 △3,960 3,335,827
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書
2021年５月５日

株 式 会 社 ハ チ バ ン
取締役会御中

太 陽 有 限 責 任 監 査 法 人
北 陸 事 務 所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 石 原 鉄 也 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 河 島 啓 太 ㊞

監査意見

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社ハチバンの2020年３月21日から2021年３月20日までの
連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表につ
いて監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、　株式会
社ハチバン及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点におい
て適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監

査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな

いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

－ 35 －



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての
判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案

し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連
する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付
意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
かとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計
事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して
責任を負う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重
要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並び
に監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じ
ている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は　ない。

以　上
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計算書類に係る会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書
2021年５月５日

株 式 会 社 ハ チ バ ン
取締役会御中

太 陽 有 限 責 任 監 査 法 人
北 陸 事 務 所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 石 原 鉄 也 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 河 島 啓 太 ㊞

監査意見

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ハチバンの2020年３月21日から2021年３月20日
までの第51期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附
属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書
類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監

査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示す

ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない

かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

－ 37 －



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての
判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案

し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連
する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明
することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重
要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並び
に監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じ
ている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書
当監査役会は、2020年３月21日から2021年３月20日までの第51期事業年度の取締役の職務の執行に関

して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いた
します。

１．監査役および監査役会の監査の方法およびその内容
⑴　監査役会は、当事業年度の監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況および結

果について報告を受けるほか、取締役等および会計監査人からその職務の執行状況について報告を受
け、必要に応じて説明を求めました。

⑵　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締
役、内部監査室、その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集および監査の環境の整備に努めると
ともに、以下の方法で監査を実施しました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役および使用人等からその職務の執行状況について報告を

受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社および主要な事業所において業務
および財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役等と意思疎通およ
び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体
制その他株式会社およびその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとし
て会社法施行規則第100条第１項および第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容およ
び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役および使用人等から
その構築および運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いた
しました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視および検証するととも
に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、
会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条
各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審議会）等に従っ
て整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告および計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資
本等変動計算書および個別注記表）およびその附属明細書ならびに連結計算書類（連結貸借対照表、連結
損益計算書、連結株主資本等変動計算書および連結注記表）について検討いたしました。
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２．監査の結果
⑴　事業報告等の監査結果

①事業報告は、法令および定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
②取締役の職務の執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められ

ません。
③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システ

ムに関する事業報告の記載内容および取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められま
せん。

⑵　計算書類およびその附属明細書の監査結果
会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法および結果は相当であると認めます。

⑶　連結計算書類の監査結果
会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法および結果は相当であると認めます。

2021年5月12日

株式会社ハチバン　監査役会
常勤監査役（社外監査役） 藺 森 成 輝 ㊞

監　査　役（社外監査役） 都 築 一 隆 ㊞

監　査　役（社外監査役） 渡 邊 俊 市 ㊞

監　査　役（社外監査役） 高 橋 　 亘 ㊞

以　上
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株主総会会場ご案内図
会　場　石川県金沢市堀川新町１番１号

ホテル金沢 ２階 ダイヤモンド
電話　076-223-1111（代表）

広岡

金沢駅前中央

堀川町
Ｊ
Ｒ
金
沢
駅

北
陸
新
幹
線

ホテル金沢

至 福井

兼六園口
　（東口）

音楽堂

ホテル日航金沢

至 

武蔵

ＡＮＡ
　クラウンプラザ
　　　　　ホテル金沢

金沢港口
（西口）

至 富山至 富山

<交通のご案内>
■JR金沢駅、兼六園口（東口）側から

・徒　　歩……１分

重要なお知らせ
・お土産配付取り止め
　新型コロナウイルス感染防止のため、株主懇談会及びお土産の配付は中止させてい

ただきます。また書面による議決権の事前行使を強く推奨いたします。

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。


